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    令和６年度随時監査（工事監査）結果について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項第１項及び第５項によ

り、随時監査（工事監査）を実施したので、同条第９項の規定により、結果を下記

のとおり報告します。 

 なお、本監査は木津川市監査基準に準拠して行ったことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 監査種類 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第５項による

随時監査（工事監査） 

２ 執行期間 

  令和 ６ 年１２月 ４ 日（水）～令和 ７ 年 ２ 月２５日（火） 

   【監査実施日 令和 ７ 年 １ 月２１日（火）】 

３  対象工事及び担当部局 

  ① 工 事 名 小川内水排除施設整備工事（その３） 

    工事期間 令和 ６ 年 ７ 月２６日～令和 ７ 年 ３ 月２５日 

    契約金額 ７５,１０８,０００円（消費税相当額を含む） 

    担当部局 建設部建設課 

  ② 工 事 名 清水団地１５号地改築工事 

    工事期間 令和 ６ 年 ７ 月 ２ 日～令和 ７ 年 ３ 月３１日 

    契約金額 ７５,６９１,０００円（消費税相当額を含む） 

    担当部局 建設部施設整備課 

４ 工事技術調査方法 

   対象工事について、「協同組合 総合技術士連合」と工事技術調査業務契約

に基づき技術士の派遣を得て、工事設計図書及びその他工事関係書類を審査す

るとともに、施工状況について工事技術調査を実施した。 

   工事技術調査の実施については、あらかじめ担当課から資料の提出を求め、

調査日当日は関係職員から説明を求めるとともに、設計図書等の書類調査及び

現場施工状況調査を行った。 

  



５ 工事技術調査結果 

   対象工事については、施工計画に基づき、概ね適正かつ効率的に執行されて

いる。 

   監査の所見に基づいて、今後とも、安全管理に細心の注意を払うとともに、

適正な施工管理に努められたい。 

   また、対象工事による技術士の調査結果は別添のとおりである。 

 

 

 


